
事 務 連 絡 

平成 31 年２月 20 日 

 

 

関 係 団 体  御中 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

疑義解釈資料の送付について（その 12） 

 

 

標記につきまして、別紙のとおり、地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主

管部(局)国民健康保険主管課(部)及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期

高齢者医療主管課(部)あて連絡しましたので、別添団体各位におかれましても、

関係者に対し周知を図られますよう協力方お願いいたします。 

  



（別添） 

公益社団法人 日本医師会 御中 

公益社団法人 日本歯科医師会 御中 

公益社団法人 日本薬剤師会 御中 

一般社団法人 日本病院会 御中 

公益社団法人 全日本病院協会 御中 

公益社団法人 日本精神科病院協会 御中 

一般社団法人 日本医療法人協会 御中 

一般社団法人 日本社会医療法人協議会 御中 

公益社団法人 全国自治体病院協議会 御中 

一般社団法人 日本慢性期医療協会 御中 

一般社団法人 日本私立医科大学協会 御中 

一般社団法人 日本私立歯科大学協会 御中 

一般社団法人 日本病院薬剤師会 御中 

公益社団法人 日本看護協会 御中 

一般社団法人 全国訪問看護事業協会 御中 

公益財団法人 日本訪問看護財団 御中 

独立行政法人 国立病院機構本部 御中 

国立研究開発法人 国立がん研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 御中 

独立行政法人 地域医療機能推進機構本部 御中 

独立行政法人 労働者健康安全機構本部 御中 

健康保険組合連合会 御中 

全国健康保険協会 御中 

健康保険組合 御中 

公益社団法人 国民健康保険中央会 御中 

社会保険診療報酬支払基金 御中 

財務省主計局給与共済課 御中 

文部科学省高等教育局医学教育課 御中 

文部科学省高等教育局私学行政課 御中 

総務省自治行政局公務員部福利課 御中 

総務省自治財政局地域企業経営企画室 御中 

警察庁長官官房給与厚生課 御中 

防衛省人事教育局 御中 

労働基準局労災管理課 御中 

労働基準局補償課 御中 

 



事 務 連 絡

平 成 31 年 ２ 月 20 日

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課

都道府県民生主管部（局）

国民健康保険主管課（部） 御中

都道府県後期高齢者医療主管部（局）

後期高齢者医療主管課 ( 部 )

厚生労働省保険局医療課

疑義解釈資料の送付について（その 12）

診療報酬の算定方法の一部を改正する件（平成 30 年厚生労働省告示第 43

号）等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事

項について」（平成 30 年３月５日保医発 0305 第２号）等により、平成 30 年

４月１日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに

係る疑義照会資料を別添のとおり取りまとめたので、参考までに送付いたし

ます。



医科 1

〈 別 添 〉

医科診療報酬点数表関係

【Nudix hydrolase 15(NUDT15)遺伝子多型検査】

問１ 平成 31 年２月１日付けで保険適用された「Nudix hydrolase 15(NUDT15)

遺伝子多型検査」の対象について、「難治性の炎症性腸疾患及び急性リンパ性

白血病等」とあるが、どのような疾患が該当するのか。

（答）チオプリン製剤を使用する疾患のうち、関連学会の定める治療指針等で治

療選択基準及び本検査の結果を踏まえた治療方針が明確に示されているもの

が該当し、平成 31 年２月時点では、難治性の炎症性腸疾患及び急性リンパ性

白血病がこれに該当する。

問２ 平成 31 年２月１日付けで保険適用された「Nudix hydrolase 15(NUDT15)

遺伝子多型検査」について、保険適用以前にチオプリン製剤の投与を開始し

ている患者は対象とならないのか。

（答）原則として、本検査はチオプリン製剤の投与を開始するまでの間に限り算

定できるものである。ただし、保険適用以前に難治性の炎症性腸疾患及び急性

リンパ性白血病等に対し、チオプリン製剤の投与を開始している患者について

は、当該薬剤による重篤な副作用の発症を防ぐ観点から、以下のいずれも満た

す場合に限り、当該薬剤の投与開始後であっても本検査の算定は可能とする。

（１）チオプリン製剤の投与開始後８週未満であること。

（２）チオプリン製剤による重篤な副作用(Grade3 以上の白血球減少・脱毛等)

が認められていないこと。

なお、この場合においては、診療報酬明細書の摘要欄にチオプリン製剤の投

与開始日、本検査日、チオプリン製剤による重篤な副作用の有無及び検査の医

学的必要性を記載すること。

【投薬】

問３ 平成 30 年３月 26 日付け保医発 0326 第８号「「薬価基準等の一部改正に

ついて」等の一部改正等について」の 16 「ミカトリオ配合錠の保険適用に

係る留意事項について」において、「テルミサルタン 80mg、アムロジピン５mg

及びヒドロクロロチアジド 12.5mg の併用療法における血圧コントロールの

状況及び安定した血圧コントロールが得られていると判断した際に参照した

血圧測定値及び当該血圧測定の実施年月日」を記載することとあるが、血圧

コントロールの状況としては、上記３剤の併用療法において「安定した血圧



医科 2

コントロールが得られている」旨を記載すればよく、それ以上に詳細な記載

がなくてもよいか。

（答）そのとおり。
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